
阪神高速道路株式会社

年 7 月 9 日

年 7 月 17 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.共通 浜手バイパスについては、事前協議により、近

接施工協議及び掘削行為に関する手続きが必要

なことを把握しています。その他本工事に必要

な手続きや制限の調査は本業務の対象です。

・パーキング東行の建屋範囲ですが、国道浜寺

バイパスの下部に入り込むことが想定されます

が、特別な手続きや建築制限がかかる範囲と考

えてよろしいでしょうか。

以上以上
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8）その他

ご質問の通りとお考え下さい。なお、必要に応

じてインフラ調査を追加変更する場合がござい

ます。

・（追加業務として計上されている）につい

て、計画地内の埋設配管調査などインフラ調査

業務は、含まれていないと考えてよいでしょう

か。

共通 パーキングエリア（東行）に関しては工事中全

期間の閉鎖を予定しています。

パーキングエリア（西行）に関しては原則営業

しながらの建て替えを予定しています。

なお、工事に支障のない駐車エリアは、お客様

影響を考慮して使用する場合がございます。

・パーキングエリアは使用しながらではなく、

閉鎖した上で建て替えるという計画でよろしい

でしょうか。
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2.設計変更

ご質問の通りとお考え下さい。・測量業務の記載がありますが、測量図は貸与

いただけると考え、必要に応じて追加測量を行

う可能性があるという理解でよろしいでしょう

か。
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6.その他事項(3)

当社保有図面については全て貸与させて頂きま

すが、一部現況と相違があるため、現場調査す

る必要がございます。

・本業務に必要な資料の貸与の記載があります

が、測量図、建築、電気、機械、土木の既存図

面は全て貸与いただけると考えてよろしいで

しょうか。
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